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第 14 後発（ジェネリック）医薬品普及促進 

 

１ 目的 

国は、後発（ジェネリック）医薬品の数量シェア利用率の目標値を 80％とし、利用促進を

図っている。当組合の組合全体の利用率は 81.5%（2023 年 3 月診療）であり、目標を達成し

ているが医療費の多くを占める薬剤費を抑えるためにも後発（ジェネリック）医薬品利用促

進は重要である。差額通知（利用促進通知）等の情報提供により、後発（ジェネリック）医薬

品への理解を促進するための啓発を行い、後発（ジェネリック）医薬品への切替を促進し、利

用率を高めることを目的とする。 

 

２ これまでの実施状況等 

（１）実施状況 

本部一括で実施 

 

通知者の選定条件 

・前年度までにおいて、ジェネリック医薬品の差額通知を受取り、既に一度でもジェネリッ

ク医薬品を使用したことがある者は、通知対象者から除外 

・精神病、癌及びＨＩＶの疾病に係る医薬品は除外  

・差額通知によりジェネリック医薬品に切り替えた場合に、自己負担額が下がる総額につい

て、その額が多い者から順番に抽出し、組合全体で概ね４万人で記載 

 

図表 6-14-1 後発（ジェネリック）医薬品に関する通知送付変更率及び数量ベース利用率 

年度 通知送付者変更率（％） 新数量ベース利用率（％） 

2022（2022/12） 73.4 79.8 

2021（2021/12） 72.1 77.0 

2020（2020/12） 70.0 76.9 

2019（2019/12） 67.6 75.4 

2018（2018/12） 62.8 62.5 
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（２）課題と見直しの方向性 

 

・なし 

 

３ 実施内容（第 3 期における計画） 

レセプト期間及び送付タイミング、対象者抽出条件（差額、対象外とする疾病や医薬品

等）を本部にて設定し、医科及び調剤レセプトから本部一括で差額通知を作成し、支部経由

で対象者に送付する。 

 

 

 

４ 評価指標と目標値 

（１） アウトカム（成果） 

図表 6-14-1 支部目標 

指 標 
現状値 目標値 

2022年 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

数量ベース利用率（％） 83.2       

   

 

（２） アウトプット（実績） 

図表 6-14-2 支部目標 

指 標 
現状値 目標値 

2023年 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

通知率（％） 100 100 100 100 100 100 100 

 

（３）プロセス（過程）及びストラクチャー（構造） 

 後発（ジェネリック）医薬品の使用状況の把握 

 後発（ジェネリック）医薬品利用促進方法（通知、情報提供等）の検討 

  

80％以上 
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第 15 適正受診・服薬推進 

 

１ 目的 

同時期の複数の医療機関の受診（重複受診）、頻回での医療機関の受診（頻回受診）、同じ効

果の医薬品を複数処方（重複服薬）、多数の薬の投与（多剤、多重、ポリファーマシー）、誤っ

た組み合わせの処方（併用禁忌）等に対して、一定の基準を設けて通知や指導等を行い、受診

や服薬を改善する（適正受診・服薬）ことが求められている。本事業は、一定の基準のもと、

不適正と考えられる者に対して、通知や指導等を行うことで、受診や服薬・処方を適正化す

ることを目的とする。なお、受診や服薬・処方の適正については一律な基準を設定すること

は難しく、また、適正化の効果的な方法も確立されていないことから、当面、試験的な事業と

して実施する。 

 

２ これまでの実施状況等 

（１）実施状況 

・適正受診について 

実施していない。 

・服薬について 

実施していない。 

 

（２）課題と見直しの方向性 

過剰な医薬品の処方による身体への影響防止や薬剤費抑制などを目的とし、適切な医療

のかかり方として厚生労働省後期高齢者支援金減算評価指標に本事業の実施及び事業評価

が求められた。本事業は専門性が高く、また、対象者からの問合せ等が相応にあると想定

されるため、本部が専門性を確保した委託業者と契約し、本部一括で実施する（令和 7

年度より実施予定）。 

 

３ 実施内容（第 3 期における計画） 

レセプト期間及び送付タイミング、対象者抽出条件（重複受診、頻回受診、重複投薬、多剤

投与）を本部にて設定し、医科及び調剤レセプトから本部一括で適正受診・服薬促進通知を

作成し、支部経由で対象者に送付する（令和 7 年度より実施予定）。 
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４ 評価指標と目標値 

今後、事業を行いながら、以下の評価指標及び目標値について検討する。 

 

図表 6-15-1 支部目標 

 

区 分 指標の例 

アウトカム 

 重複受診割合 

 頻回受診割合 

 重複服薬割合 

 多剤投与割合 

 通知等による改善率 

アウトプット 
 通知率 

 健康相談利用率 

 

  

別途本部で検討 
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第 16 予防・健康づくりのインセンティブ（重点★） 

１ 目的 

健康インセンティブは、健康増進アプリ等による健康づくりの活動（運動、食事、健診受

診等）についてポイントを付与し、ポイントに応じたインセンティブ（商品やデジタルギフ

ト等）と交換するもので、いわゆる健康ポイント制度等が保険者、企業等で実施されてきて

いる。今後は、疾病予防や健康づくりなどを進めるため、2023 年度から開始したPepUp等

の健康インセンティブの登録・利用者を増加させることを目的とする。（本部で別途検討）。 

 

２ これまでの実施状況等 

（１）実施状況 

・道府県、自治体が実施するインセンティブ事業に参加していない。 

・自治体・パート先等の健診結果提供など、被扶養者の特定健診受診率向上に資するイン

センティブを提供している。 

・ウォーキングイベントにおいて、１日平均１万歩を達成したチームに抽選で報奨品（直

営施設利用券）を贈る。 

 

（２）課題と見直しの方向性 

パート先等で受けた健診結果の提供数が少ないこと、ウォーキングイベント参加者数

が年々減少傾向など、課題解決の方策の１つとして、健康インセンティブの活用に努め

る。 

 

３ 実施内容（第 3 期における計画） 

（１） 実施機関 

・支部 

（２） 実施項目 

・特定健診の受診券を配付した被扶養者のうち、受診券を使用せずにパート先等で受けた

健診結果を提供してくれた者に対して報奨品を贈る。 

・ウォーキングイベントにおいて、１日平均１万歩を達成したチームに抽選で報奨品を贈

るとともに、支部で定めた目標を達成した個人参加者に対してPep Upポイントを付与す

る。 
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（３） 実施時期 

・特定健診受診期間 

毎年６月から１月まで（報奨品の配付は健診結果提出による申請） 

・ウォーキングイベント 

毎年９月から11月まで 

 

４ 評価指標と目標値 

（１） アウトカム（成果） 

図表 6-16-1 支部目標 

指 標 
現状値 目標値 

2023年 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

健康インセンティブ獲得

率（％）※ 
16.8 

 
     

※ PepUp登録者の一覧とポイント付与の一覧の取得タイミングが異なるため、インセンティ

ブ獲得率が 100%を超えることがある。 

 

（２） アウトプット（実績） 

図表 6-16-2 支部目標 

指 標 
現状値 目標値 

2023年 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

PepUp登録率（％） 21.4 
 

     

 

  

対前年度と比較して横ばいまたは増加 

 

対前年度と比較して横ばいまたは増加 
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第 17 事業主との連携・コラボヘルス（重点★） 

 

１ 目的 

事業主との連携・コラボヘルスは、保険者が単独での事業実施が困難な場合等に保健事業

の実効性を挙げる方法として重要である。コラボヘルスの内容については多岐に渡るが、40

歳未満の事業主健診結果の提供、特定保健指導への協力、事業主による受動喫煙対策やメン

タルヘルス対策などとの連携等、当組合において実施する基本保健事業の全てに関わる。特

に、他の医療保険者に比較して、当組合では、知事部局である事業主との連携・コラボヘルス

がとりやすい状況にある。効果的かつ効率的な保健事業を行うため、コラボヘルスをさらに

推進する。 

 

２ これまでの実施状況等 

（１）実施状況 

・健診やレセプトのデータ（集計データ）を活用して事業主と支部で情報を共有してい

る。 

・データヘルス計画研究会などの場での、事業主と連携したデータヘルス計画の検討を実

施している。 

・事業主と共同、または役割分担を明確にした連携しての保健事業を実施している。 

・就業時間中の特定保健指導を実施している。 

・定期健康診断の事後措置としての保健指導との連携を実施している。 

・事業主側の産業保健職（産業医・健康管理医や産業保健師等）との連携を実施してい

る。 

・関係規程で特定保健指導を職専免で位置づけている。 

・共済組合から事業主の所属所経由で健診未受診者や指導未実施者への受診勧奨を実施

している。 

 

（２）課題と見直しの方向性 

 

・なし 
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３ 実施内容（第 3 期における計画） 

（１） 実施機関 

・事業主（県）と支部（保険者）による連携 

（２） 実施項目 

・上記２（１）のとおり 

（３） 実施時期 

 ・年間を通して実施 

 

４ 評価指標と目標値 

（１） アウトカム（成果） 

アウトカムは設定しない。 

 

（２） アウトプット（実績） 

アウトプットは設定しない。 
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第７章 公表・周知・協働 

7.1 本計画の期間及び公表・周知 

  (1)本計画の期間等 

本計画の期間は、令和6年度から令和11年度までの6年間とする。令和6年度から令

和8年度までを前期、令和9年度から令和11年度までを後期に区分けし、令和9年度

の後期開始時に向けた中間評価及び令和12年度からの第4期データヘルス計画の開始

に向けた最終評価を実施することとする。 

 

  (2)本計画の公表・周知 

本計画は、支部における庁内LAN等に掲載し公表する。また、本計画の概要及び本

部・支部が実施する個別の保健事業の普及等に関しては、リーフレット等をホームペ

ージに掲載するとともに、支部を通じて組合員等へ配付し、周知を図ることとする。 

 

7.2 組織体制及び関係機関との協働 

  (1)組織体制及び事業主との協働 

本計画を推進するため、必要に応じて人員配置や組織改正等の所要の措置を講ずる

等、支部における組織体制の強化を図るとともに、データヘルス計画研究会等の場を

通じて関係者（事業主や専門職）との協働を図ることとする。 

 

  (2)その他関係機関との協働 

   保険者協議会 

  「保険者協議会への参加について（平成18年 12月 4日付け地共保第168 号事務局

長通知）」に基づき、保険者協議会への参加及び分析結果を積極的に活用する。 

 他の共済組合 

地方公務員等共済組合法第 3 条に規定する、公立学校共済組合、警察共済組合及び

市町村共済組合との情報交換等を通じて、地域の特性を把握する。 

 

  (3)委託事業者等の活用 

保健事業の委託に際しては、委託費及び委託により得られる成果との費用対効果の観

点を踏まえ、事業内容及び委託事業者の決定や見直し等、適切に対応していく。 

 

  (4)学術機関との協働 

  事業の評価・事業内容の見直し、本計画の見直し、糖尿病性腎症の重症化予防等の個

人ごとの分析に基づく保健事業については、医学、公衆衛生学、疫学等の学術的な視

点が必要であることから、適宜、本部と連携して事業の検討及び実施を図ることとす

る。   
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第８章 個人情報の保護 
 

8.1 個人情報の保護 

  当組合が保有する組合員等の個人情報は、地方職員共済組合個人情報保護規程（平成17

年地共規程第 5 号）及び支部の定める個人情報の保護に関する細則その他関係法令を遵

守し、厳重に管理する。また、外部委託する実施機関が一時的に保有する組合員等の個

人情報は、当該外部委託する実施機関との契約により、厳重に管理させる。 

 

8.2 データの保管年限 

特定健康診査等のデータの保管年限は、当該データの作成の日の属する年度の翌年度か

ら5年間とする。診療報酬等明細書（レセプト）データ、組合員等の資格データの管理

に当たっては、みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社の「短期給付等システム」を

利用する。特定健康診査等のデータの管理に当たっては、健康保険組合連合会の「特定

健康診査・特定保健指導共同処理システム」を利用する。 

 

8.3 データの取扱い 

当組合が保有する組合員及び被扶養者の個人情報は、事業主である道府県との連携も踏

まえ、「地方職員共済組合個人情報保護規程」、「地方職員共済組合の地方共済事務局及び

本部支部が取り扱う個人情報の保護に関する細則」、「地方職員共済組合サイバーセキュ

リティポリシー」、その他以下の最新の法令及びガイドライン等を遵守し、厳重に管理す

る。また、保健事業を委託する際には、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等を契

約書に定めるとともに、委託先の履行状況をチェックしていくこととする。 

① 個人情報の保護に関する法律 

② 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編） 

③ 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三者提供時の確認・記録

義務編） 

④ 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（匿名加工情報編） 

⑤ 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏え

い等の事案が発生した場合等の対応について」に関するＱ＆Ａ 

⑥ 健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス 

⑦ 「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を補完

する事例集（Ｑ＆Ａ） 

⑧ 匿名データの作成・提供に係るガイドライン 

⑨ 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項 
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参考 1.後期高齢者支援金減算評価指標 

 本計画期間において厚生労働省が保険者の予防・健康づくりの取組を評価する後期高齢者

支援金減算評価指標（総合評価指標 大項目1～6）を記載する。 
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参考 2.基本・重点保健事業の評価指標（アウトカム・アウトプット候補） 
 基本・重点保健事業については、組合全体での評価を実施するため、アウトカム・アウト

プットを今後統一していくが、支部の保健事業の内容が異なることから、本計画作成時点

では基本的に以下のアウトカム・アウトプット候補から選択している。なお、支部が以下

にない独自のアウトカム・アウトプットを設定することも可能とする。 
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